
鹿児島県後期高齢者医療広域連合の規則により広域連合長が別に定めるものとされ

ている様式を定める要綱 

令和３年４月１日 

最終改正 令和５年３月１５日 

 

第１条 この要綱は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合の規則により広域連合長が別に定

めるものとされている様式を定めるものとする。 

第２条 広域連合長が別に定める様式は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 （１）鹿児島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則（平成２０

年規則第２号）関係 

 ①様式第１号（第４条・第１０条・第１３条の２・第１４条の２関係） 

 ②様式第２号（第５条関係） 

 ③様式第３号（第６条関係） 

 ④様式第４号（第７条・第８条関係） 

 ⑤様式第５号（第９条関係） 

 ⑥様式第６号（第１１条関係） 

 ⑦様式第７号（第１１条の２関係） 

 ⑧様式第８号（第１２条関係） 

 ⑨様式第９号（第１３条関係） 

 ⑩様式第１０号（第１４条関係） 

 ⑪様式第１１号（第１５条関係） 

 ⑫様式第１２号（第１６条関係） 

 ⑬様式第１３号（第１７条関係） 

 ⑭様式第１４号（第１８条関係） 

 ⑮様式第１５号（第１８条関係） 

 ⑯様式第１６号（第２１条関係） 

 （２）鹿児島県後期高齢者医療保険料の徴収猶予及び減免に関する規則（平成２０年

規則第３号）関係 

 ①様式第１号（第３条関係） 

 ②様式第２号（第３条関係） 

 ③様式第３号（第３条関係） 

 ④様式第４号（第４条関係） 

 ⑤様式第５号（第６条関係） 

 ⑥様式第６号（第６条関係） 

 ⑦様式第７号（第６条関係） 

 ⑧様式第８号（第７条関係） 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は、令和４年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 


